
ＵＡゼンセンは2003年から毎年、フード連合（＝食品
関連産業の労働者が集まる産業別労働組合。連合加盟。
組合員は約11万名）と共同で「取引慣行に関する実態調
査」を実施しています。本実態調査では、現場の組合員
（営業担当者）を対象に、実際の取引現場における「優越
的地位の濫用」行為に該当しかねない事例を収集。収集
した事例については、独占禁止法や下請法、「食品製造
業者・小売業者間における適正取引推進ガイドライン」
（農林水産省）にもとづき、「14の問題となり得る取引事
例」や望ましい取引事例として整理しています。
本実態調査をふまえ、2024年2月9日、ＵＡゼンセン
とフード連合は共同で公正取引委員会、中小企業庁、農
林水産省、消費者庁の4省庁に対する要請を行いました。

2024.2.9
公正取引委員会、中小企業庁、農林水産省、消費者庁に要請

働く仲間の声を届け、適正な価格転嫁の実現と
取引慣行改善へ！

働く環境 【価格転嫁・適正取引】雇用




